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申
告
時
に 

必
要
な
も
の  

�
平
成　

年
中
の
所
得
が
あ
き
ら
か

１９

に
で
き
る
も
の

▼
給
与
所
得
の
あ
る
人
は
、
給
与
所

得
に
係
る
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

▼
公
的
年
金
等
の
所
得
の
あ
る
人
は
、

公
的
年
金
等
に
係
る
源
泉
徴
収
票

▼
事
業
（
農
業
等
）
所
得
の
あ
る
人

は
、
収
支
計
算
の
み
に
な
り
ま
す

の
で
、
収
支
内
訳
書

�
雑
損
控
除
を
受
け
る
に
は
罹
災
証

明
書
、「
災
害
等
に
関
連
す
る
や
む

を
え
な
い
支
出
」
の
領
収
書
等

�
医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は
、
医

師
等
の
領
収
書
（
領
収
書
は
あ
ら

か
じ
め
医
療
を
受
け
た
人
ご
と
に

支
払
っ
た
合
計
金
額
を
算
出
し
て

く
だ
さ
い
。）

　

ま
た
、
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
施
設

サ
ー
ビ
ス
及
び
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の

う
ち
、
一
定
の
金
額
に
相
当
す
る

部
分
が
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、

そ
の
領
収
書

�
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
に
は

支
払
証
明
書
（
国
民
年
金
保
険
料

は
支
払
証
明
書
添
付
。
ま
た
、
確

定
申
告
を
役
場
以
外
で
す
る
人

は
、
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保

険
料
の
証
明
書
は
、
各
担
当
課
で

発
行
し
ま
す
。）

�
小
規
模
企
業
共
済
掛
金
控
除
を
受

け
る
に
は
支
払
証
明
書

�
生
命
保
険
料
控
除
を
受
け
る
に
は

生
命
保
険
料
支
払
証
明
書

�
地
震
（
旧
長
期
損
害
）
保
険
料
控

除
を
受
け
る
に
は
地
震
（
旧
長
期

損
害
）
保
険
料
支
払
証
明
書

�
寄
付
金
控
除
を
受
け
る
に
は
支
払

証
明
書

�
勤
労
学
生
控
除
を
受
け
る
に
は
学

生
証
写
し

�
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

る
に
は
（
１
年
目
）

・
住
民
票

・
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書

・
売
買
契
約
書
、
請
負
契
約
書
、
建

築
確
認
通
知
書
の
写
し

・
家
屋
の
登
記
簿
謄
本

・
借
入
金
に
含
ま
れ
る
敷
地
等
の
購

入
に
か
か
る
借
入
金
の
控
除
を
受

け
る
場
合
は
、
そ
の
敷
地
の
登
記

簿
謄
本
、
売
買
契
約
書

�
申
告
書
等
（
確
定
申
告
を
す
る
人

で
税
務
署
か
ら
用
紙
が
送
付
さ
れ

て
い
る
人
は
、
そ
の
申
告
書
や
収

支
内
訳
書
が
必
要
で
す
。
そ
れ
以

外
の
方
に
つ
い
て
は
、
申
告
会
場

に
あ
る
用
紙
を
使
用
し
ま
す
。）

�
印
鑑
（
振
替
納
税
を
利
用
さ
れ
る

方
は
本
人
名
義
の
預
金
通
帳
の
届

出
印
）

�
還
付
を
受
け
る
方
で
口
座
振
替
を

希
望
さ
れ
る
方
は
本
人
名
義
の
預

金
通
帳

○
お
問
い
合
わ
せ

・
町
民
税
務
課　

税
務
グ
ル
ー
プ

　
�
　

１
９
６
６
（
直
通
）

（８４）

・
古
河
税
務
署　
�
　

４
１
６
１

（３２）

■
申
告
所
得
税

　

納　

期　

限　
　
　
　
　
　
　

３
月　

日�
１７

　

振
替
納
税
を
利
用
す
る
と　
　

４
月　

日�
２２

■
個
人
事
業
税
の
消
費
税

　

納　

期　

限　
　
　
　
　
　
　

３
月　

日�
３１

　

振
替
納
税
を
利
用
す
る
と　
　

４
月　

日�
２４

※
振
替
納
税
利
用
の
方
は
納
期
限
前
日
ま
で
に
預
金
残
高

の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

所得税の確定申告書所得税の確定申告書がが
作成できま作成できますす��

詳しくは、国税庁ＨＰ詳しくは、国税庁ＨＰのの
所得税の確定申告所得税の確定申告書書
作作成コーナ成コーナーー
をごをご覧覧くださいください。。

⇒ http://www.nta.go.j⇒ http://www.nta.go.jpp

［　　　　］

■ 町県民税・所得税の申告受付 日程表 ■
会場：役場　第２会議室（２階）

受付対象
行政区受付時間曜日月日

所

得

税

の

確

定

申

告

元栗橋午前９時～
午後４時　月２/１８

川　妻〃火２/１９

小手指〃水２/２０

堀之内
新幸谷〃木２/２１

小福田
山王山〃金２/２２

大福田
山　王〃月２/２５

江　川
幸　主〃火２/２６

冬　木
両新田〃水２/２７

土与部
原宿台〃木２/２８

受付対象
行政区受付時間曜日月日

町

県

民

税

の

確

定

申

告

元栗橋午前９時～
午後４時　金２/２９

川　妻〃月３/３

小手指〃火３/４

堀之内
新幸谷〃水３/５

小福田
山王山〃木３/６

大福田
山　王〃金３/７

江　川
幸　主〃月３/１０

冬　木
両新田〃火３/１１

土与部
原宿台〃水３/１２

指
定
日
に
申
告

で
き
な
か
っ
た
人

〃木３/１３

〃金３/１４

〃月３/１７

�指定日に申告できなかった方は、必ず期限内に申告を済ませてください。
�正午から午後１時までの時間は、受付をご遠慮願います。
�税務署より、申告日時の指定を受けている方は、役場では受付ができません。
　（特に譲渡所得のある方はご注意ください。）
�申告日の月・水・金曜日は税理士による受付も予定しています。


